
本講習会は、地域スポーツクラブの運営に必要となる基礎的な知識や情報を、講義や演習を通して学び、
クラブの運営を支える人材の育成をねらいとしています。
なお、本講習会は、公認アシスタントマネジャー資格の専門科目として認定されています。

主催 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団（東京都広域スポーツセンター）

兼日本スポーツ協会公認アシスタントマネジャー養成講習会

令和3年度

会 場 ：
東京体育館 第一会議室
※JR中央線・総武線各駅停車「千駄ヶ谷駅」より徒歩１分
都営地下鉄大江戸線「国立競技場駅」Ａ４出口より徒歩１分

対 象 ：
・満18歳以上のスポーツ関係者（2021年4月1日時点）
・地域スポーツクラブに携わっている方や興味のある方
・スポーツ推進委員、地域スポーツ行政担当者、学校関係者等
・日本スポーツ協会公認アシスタントマネジャー資格の取得を希望される方

定 員 ：
３０名（先着順）

参加料 ：
２，１００円 ※別途テキスト代（２，1００円）が必要です。各自で購入してください。
公認アシスタントマネジャー資格の取得を希望する方は、裏面を必ずご確認ください。
※資格を取得する方は、別途経費がかかります。

公認アシスタントマネジャー資格の取得を希望する方は、裏面を必ずご確認ください。

スポーツクラブマネジャー
養成講習会 ＜冬編＞

２月５日（土） 9：30～17：40

9:30～11:30 地域スポーツクラブとは 作野 誠一 氏
早稲田大学スポーツ科学学術院

教授

12:30～14:30
クラブの設立・運営

～事例報告～
高岸 祐幸 氏

一般社団法人あきる野総合スポーツクラブ
「ASport（アスポルト）」

理事長

14:40～17:40 クラブマネジャーの役割 吉原 さちえ 氏
東海大学体育学部スポーツ・レジャーマネジ
メント学科

准教授

講義：全2日間
計：14時間

駅エレベーターあり

２月６日（日） 9：30～17：40

9:30～10:30 地域スポーツクラブの現状 君塚 豊 氏
東京都広域スポーツセンター

専門員

10:40～12:40 クラブのつくり方 佐藤 由夫 氏
東京都広域スポーツセンター

専門員

13:40～17:40
クラブの設立・運営

～事業の企画と運営～
舟木 泰世 氏

尚美学園大学スポーツマネジメント学部

専任講師



公認アシスタントマネジャー資格 検定試験について

【日時・会場】 令和４年２月６日（日）１８：１５～１９：１５（予定）

※二日目の講義終了後に実施します
東京体育館 第一会議室

【受験条件】 全講義（計１４時間）の出席が必須条件です。（遅刻は厳禁です。）

【受験資格】 令和３年４月１日の時点で満１８歳以上の方が対象。

【検定料】 ２，２００円（試験当日に徴収します。）

※ ２月５日（土）に、資格取得及び検定試験に関するガイダンスを行います。

※ アシスタントマネジャー資格を申請する際、日本スポーツ協会共通科目Ⅰの修了が

必須条件です。

▼お申し込みは スマイルスポーツ事業センター まで▼

フリーダイヤル ： ０１２０－６１２－００１ （平日10:00～17:00）
携帯・ＰＨＳ ： ０３－６３８０－４２４３ （平日10:00～17:00）
インターネット ： https://smilesports.jp/ （24時間受付対応）

▼事業内容に関するお問い合せは東京都スポーツ文化事業団 まで▼
電話 ：０３－６３８０－４１０６ （平日10:00～17:00）

メール： info@kouiki-sports-tokyo.jp
※お預かりした個人情報は、本事業および付随する業務における目的の範囲内で利用させていただきます。

【その他】日本スポーツ協会公認アシスタントマネジャー資格取得希望の方は、

下記手続きが必要となります。

① 公認アシスタントマネジャー養成テキストを購入します。（公益財団法人日本スポーツ協会にて）

② 公認スポーツリーダー資格、または公認コーチングアシスタントの資格取得（共通科目Ⅰ）が必要

です。受講申込、登録手続きの方法は、日本スポーツ協会のホームページをご確認ください。

③ 専門科目を受講の上、検定試験を受検し、合格する必要があります。検定試験は２月６日(日)に行い

ます。検定料2,200円。

④ ①～③が終了した方は、所定の書式による資格取得申請書を提出してください。修了証明書発行料

として、3,300円が必要です。

※ 資格の登録・更新については別途費用がかかります。登録・更新の案内は日本スポーツ協会から直

接、案内を送付いたします。

※ 同一年度に他の日本スポーツ協会公認資格の受講申し込みはできません。

【日本スポーツ協会公認アシスタントマネジャーの認定及び登録】

① 公認アシスタントマネジャーとして認定されるには、所定の登録手続き(登録内容の確認及び登録料

の納入)が必要となります。登録手続きが完了した方は、公認アシスタントマネジャーとして認定さ

れます。認定者には、日本スポーツ協会より「認定証」、「登録証」が発行されます。

② 登録による公認資格の有効期限は4年間とし、本資格を更新しようとする者は、資格有効期限の6ヶ

月前までに、日本スポーツ協会の定める研修を受ける必要があります。

●個人情報の取扱いについて 下記に同意の上、お申込みください。
個人情報保護管理者 東京都スポーツ文化事業団 事務局長

1.個人情報の利用目的･･･①本事業へのご登録、ご案内等の連絡の実施②事業に関する施設の利用等のサービス提供③各種アンケート④本事業の実施運営及び資格取得
に付随する業務

2.お預かりした個人情報は、本事業認定元の公益財団法人日本スポーツ協会と共同利用いたします。公益財団法人日本スポーツ協会との個人情報の授受は記録が残るよう
安全な形式で行います。

3.当事業団は、第1項の利用目的の達成に必要な範囲で、お預かりした個人情報を業務委託先に委託することがあります。
4.個人情報の開示、訂正、削除等についてご質問・ご相談のある方は相談窓口（03-6380-4955）までお問い合わせください。
5.個人情報をご提供いただくことは任意ですが、ご提供いただけない場合は1.の目的が遂行できない場合があります。
6..本事業の様子は記録用にスタッフが撮影させていただくことがあります。撮影した写真は当事業団のホームページや今後の事業告知チラシ等で使用する可能性があります。
写真の使用を許可されない方は、当日受付スタッフまでお申し出ください。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止のため、当該事業を中止または変更する場合がございます。
実施状況につきましては、大変お手数ですが、東京都広域スポーツセンターホームページより、最新情報をご確認いただきますようお願いいたします。
東京都広域スポーツセンターホームページ 「サポートネット」 https://kouiki-sports-tokyo.jp/

スマートフォンをお持ちの方は
こちらからもアクセスできます

https://kouiki-sports-tokyo.jp/

